
 

発 表 事 項 屋久島保健所管内で発生した食中毒について 
 

内 容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 概要 
  令和７年11月８日（土)，屋久島保健所に同保健所管内の医療機関から，食中毒
症状を呈した者を診察した旨の連絡があり，同保健所が調査したところ，同保健所
管内の飲食店施設が調理・提供した 55 個の弁当を喫食した２グループ 69 名のう
ち両グループ31名が，吐き気，嘔吐，下痢，腹痛等の症状を呈していることが判
明しました。 
屋久島保健所は提供された弁当が原因の食中毒と断定し，本日（11月11日），

当該施設に対して営業停止命令を行いました。 
２ 原因施設 

営業所名称    お食事処 潮騒
しおさい

 

営業者氏名  迫田
さこだ

 和治
かずはる

 
営業所所在地  熊毛郡屋久島町宮之浦３０５－３ 
営業の種類   飲食店営業 

３ 原因食品 
当該施設が11月５日（水）に調理・提供した弁当（煮物，揚げ物，焼き物，酢の
物，サラダ等） 

４ 病因物質 
    ノロウイルス 
５ 行政処分（11月11日付け 屋久島保健所長名） 

食品衛生法第６条第３号違反による営業停止命令 
令和７年11月12日から令和７年11月14日までの３日間 
（なお，令和７年11月９日から令和７年11月11日まで営業自粛している。） 

６ 食中毒と断定した主な理由 
・患者の共通食は原因施設が調理・提供した弁当のみであること。 
・患者の症状（吐き気，嘔吐，下痢，腹痛等），発症までの潜伏期間がノロウイル
スによるものと考えられること。 

・患者便及び調理従事者便からノロウイルスが検出され，遺伝子型が一致したこと。 
７ 患者発生の状況 

患者31名（男性17名，女性14名：３歳～73歳） 
うち医療機関受診者11名（入院なし） 

  患者は全員，快方に向かっている。 
８ 検査の状況 

鹿児島県環境保健センターにおいて患者便６検体，調理従事者便３検体，拭き取
り６検体の検査を実施した結果，患者便５検体及び調理従事者便１検体からノロウ
イルスが検出され，遺伝子型が一致した。 

【参考】 
鹿児島県の過去の食中毒発生状況（鹿児島市を除く）令和７年は11月11日時点 

年 次 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 
件 数 １２ ５ ７ ４ ８ １９ 
患者数 １７６ ２３ ２５５ １８ １８５ ２５４ 

 

日 時  
場 所  
資 料 ノロウイルス食中毒を予防しよう 
ホームページ 

掲載 
11月11日掲載予定 
【 ホーム＞健康・福祉＞衛生・動物愛護＞食品衛生＞食中毒関係情報】 

取 材 案 内  － 

 問い合わせ先 
（ 担 当 課 ）

 担当課 保健福祉部生活衛生課  

 取材対応者 食品衛生専門監 平田 甲太郎 （099-286-2786）直通 

 問い合わせ窓口 食品衛生係長 西村 修一 （099-286-2786）直通 

記者発表資料 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 発表の趣旨（※該当する全てにチェック） 
 □各種資料や情報の提供 
 □イベント・会議等の案内 
   □当日の取材依頼 
   □開催日時等の周知依頼 
   □参加者募集の事前告知依頼 
 ■その他（  食中毒の発生について   ） 令和 ７年１１月１１日(火) 




